
通知：保医発 0329第 4号

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

疾患名 詳細 診断目的 

悪性腫瘍 脳、頭頸部、縦隔、胸膜、乳腺、直

腸、泌尿器、卵巣、子宮、骨軟部

組織、造血器、悪性黒色腫 

他の検査、画像診断により

病期診断、転移・再発の診

断が確定できない患者に使

用する 

診療報酬点数 
ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝ断層・磁気共鳴ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ断層複合撮影（ＦＤＧ）  8,625 点 

核医学診断料   450 点 

画像診断管理加算 2   180 点 

電子画像管理加算   120 点 

 合計   9,375 点 

自己負担 3 割の場合  28,130 円 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/4-19.pdf

